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１－３．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの運営事業者に対するヒアリング

調査 

（１）調査概要 

１）調査目的 

住宅確保要配慮者向けの空き家を活用したシェハウスの供給の推進を目的とした

賃貸人向けのガイドブックを整備するため、アンケート調査結果、文献調査等から抽

出したシェアハウス運営事業者や住宅確保要配慮者の共同居住に対する知見を有す

る者に対し、ヒアリング調査を実施した。 

２）調査方法及び調査内容 

一般社団法人日本シェアハウス協会、一般社団法人日本シェアハウス連盟に対する

プレヒアリング調査を実施した上で、上記運営事業者等に対する訪問ヒアリング調査

を実施した。 

① 調査対象 

【プレヒアリング調査】 

・シェアハウス業界団体：2団体 

【ヒアリング調査】 

・シェアハウス運営事業者、住宅確保要配慮者の共同居住に関わる団体：17 団体 

② 調査時期 

【プレヒアリング調査】 

・平成 29 年 6 月 15 日～22 日 

【ヒアリング調査】 

・平成 29 年 7 月 14 日～8月 21 日 

③ 調査内容 

【プレヒアリング調査】 

・シェアハウスに馴染む住宅確保要配慮者の属性 

・住宅確保要配慮者がシェアハウスで生活する場合の留意点 

・その他シェアハウスの契約及び運営管理における留意点 

【ヒアリング調査】 

・住宅確保要配慮者の共同居住における留意点・トラブル 

・住宅確保要配慮者向けシェアハウスの運営、供給の課題 

・住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要  
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（２）調査結果の概要 

１）プレヒアリング調査結果の概要 

□シェアハウスに馴染む住宅確保要配慮者の属性 

◆低額所得者、外国人に関しては現状においても特殊な入居者ではない。 

【日本シェアハウス協会】 

・現時点でも、低額所得者、外国人は対象となり得る。今後徐々に高齢者、ひとり親

世帯についても拡大する意向である。 

【日本シェアハウス連盟】 

・現時点でも、低額所得者はシェアハウスでは多いが滞納は少ない。 

・高齢者に関しては、以前から業界で試みる事業者はいるものの、成功事例にまでな

ったケースは知らない。 

□住宅確保要配慮者がシェアハウスで生活する場合の留意点 

◆共同生活の意識、生活ルールの遵守が基本となるが、高齢者では状態変化の際の福

祉ケア、ひとり親世帯では継続性の困難、外国人では運営事業者側の外国語能力や

表記への気遣い、テナントミックスに留意する必要がある。 

【日本シェアハウス協会】 

・低額所得者は現状でも大半のシェアハウスで存在するが、家賃の支払いと生活ルー

ルの遵守さえ守ってくれれば問題がない。 

・高齢者の場合は、先々の病気や介護の際の相談者が必要になるため、身元引受人が

必要になる。そのため、成年後見制度など様々なセーフティネット制度に慣れてい

る介護業界のシェアハウス事業参入・促進が重要であると思う。 

・ひとり親世帯に関しては、子どもがルールを守れない部分や、親同士の生活水準の

差に起因するもめ事などがあり、継続性が困難であることが課題である。 

・外国人に関しては運営事業者に外国語能力がないと困難である。また、外国語表記

が必要になるとともに、テナントミックスの問題も考える必要がある。 

【日本シェアハウス連盟】 

・共同生活をするということがシェアハウスの最大の特徴であり、そこを守ることが

できるのであれば可能ではある。 

・高齢者の場合は、病気や死亡時リスク等、事業者にとってリスクが高すぎる現状で

ある。福祉的なケアがなされるのであれば、事業として成立するのではないか。 

□その他シェアハウスの契約及び運営管理における留意点 

◆入居者とのコミュニケーションが重要であるとともに、滞納リスクに関しては短期

間の定期建物賃貸借契約とすることが一般的である。 
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【日本シェハウス協会】 

・基本的に家賃債務保証や連帯保証人などは不要であるが、最初の契約では期限を 3

か月とする定期借家契約にすることにより、滞納リスクを軽減している。 

【日本シェアハウス連盟】 

・基本的に家賃債務保証や連帯保証人などは不要であるが、期限を 6 か月とする定期

借家契約にすることにより、滞納リスクを軽減している。昔からのシェアハウス事

業者は保証を必要としていないが、新規参入業者が最近家賃債務保証業者の利用を

求めることが増えてきている。 

・住宅確保要配慮者に限った話ではないが、シェアハウスでのトラブルについては管

理者と入居者の仲の良さ、入居者間の仲の良さがトラブルの抑止策として非常に大

きい効果を持つ。 
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２）ヒアリング調査結果の概要 

表 ヒアリング対象とした運営事業者の概要 

名称 共同居住形態

主な住宅確保要配慮者の属性 

低額所

得者 
高齢者 障害者 

ひとり

親世帯 
外国人

一般社団法人 

ふくろうの会 
シェアハウス ○     

一般社団法人結 簡易宿所 ○ ○    

メゾンドヴューコスモ

（ＮＰＯ法人サポーティ

ブハウス連絡評議会加

盟） 

サポーティブ

ハウス 
○ ○    

ＮＰＯ法人ＣＯＣＯ湘南 
グループリビ

ング 
 ○    

ＮＰＯ法人 

東山やすらぎの会 
シェアハウス  ○    

ＮＰＯ法人 

暮らしネット・えん 

グループリビ

ング 
 ○    

有限会社相模テクノ シェアハウス  ○    

阪井土地開発株式会社 シェアハウス ○ ○ ○   

医療法人考栄会前沢病院 
グループホー

ム 
  ○   

ＮＰＯ法人ぱれっと シェアハウス   ○   

特定非営利活動法人 

ヒーライトねっと 

グループホー

ム 
  ○   

ＮＰＯコレクティブハウ

ジング社 

コレクティブ

ハウジング 
 ○ ○ ○  

ＮＰＯ法人リトルワンズ シェアハウス    ○  

株式会社イノベートバリ

ュー 
シェアハウス    ○  

ボーダレスハウス株式会

社 
シェアハウス     ○ 

わびさびハウス株式会社 シェアハウス     ○ 

株式会社常陸屋 シェアハウス     ○ 
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調査結果のまとめ 

【低額所得者】 

ここでは、高齢者・障害者を除く低額所得者の共同居住における留意点を整理する。 

（１）低額所得者に共同居住型の住まいを提供する際の留意点 

・安定した共同居住生活を実現するため、入居時に、共同生活経験の有無、コミュニ

ケーション能力の有無、持病や疾患の有無等を把握することが必要。 

・コミュニケーションをとることが重要であり、若年世代であれば SNS の活用も有

効。 

 

（２）必要な設備 

・特別な設備は必要ないが、盗難を予防するために、鍵や簡易金庫、ロッカー等、貴

重品を保管する設備が有効。 

 

（３）トラブルと対処法 

・騒音トラブルが多く、騒音の原因となる家電製品などの夜間使用禁止等の生活ルー

ルが必要。 

 

（４）低額所得者が継続的な共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・自身でできることは自分でやらせることで、本人にとっての負の部分を意識させず

に生活させることが重要であり、その上で、就労等の必要な支援につなげていくこ

とが重要。 

・入居者や訪問者、運営管理事業者が顔を合わせられるような居場所を作ることで、

異変に気づくことが可能となる。 

 

（５）他機関との連携や工夫 

・金銭的な問題の解決、就労支援、悩み相談等を行うため、NPO 法人等の支援団体

や派遣会社との連携体制を構築している。 

・生活保護を受給している場合には、福祉事務所が開催するケース会議などに参加す

る。 

 

（６）加齢や疾病等の状態変化の際の対応 

・入居時に把握した連絡先や連携する支援者や専門家等と相談しながら、引き続き住

み続けることが可能かを検討。 
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（７）運営、供給の課題 

・入居者に対する継続的な支援を行うためには、相談できる専門家や NPO 法人等の

支援機関の確保が必要。 

・ノウハウを持つ運営管理事業者と空き家の所有者のマッチングを図る仕組みや、運

営管理事業者間でのノウハウの共有が望ましい。 

 

（各社の取組内容の比較） 

 ふ
く
ろ
う
の
会(
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

結
あ
り
あ
け(

簡
易
宿
所) 

阪
井
土
地
開
発(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

要（支援）介護者の入居  ○ ○ 

共同住居内への常駐スタッフの配置  ○  

定期的な巡回・見守り（非常駐） ○ ○ ○ 

夜間の人員配置  ○  

有資格者の配置  ○  

入居時の入居者特性・支援者等の把握 ○ ○ ○ 

生活相談 ○ ○ ○ 

就労支援 ○ ○ ○ 

就労、医療等の関係機関との連携 ○ ○ ○ 

（※）生活相談等の入居者に対するサービスは、運営事業者が自ら又は確保し提供するも

の（入居者本人が確保する訪問介護等を除く）  
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【高齢者】 

（１）高齢者に共同居住型の住まいを提供する際の留意点 

・介護が必要となった場合や疾病等の健康状態の変化に備え、入居時に、利用してい

る医療・介護サービスや対応を相談できる連絡先（家族、かかりつけ医、介護支援

専門員等）を把握することが必要。 

・日常生活上の支援や金銭管理が必要な方もおり、行政や地域の社会福祉協議会がど

のようなサービスを提供しているかを、あらかじめ把握することも有効。 

 

（２）必要な設備 

・介護が必要な高齢者でも入居できる場合には、バリアフリー化（階段や浴室等への

手すりの設置、廊下幅の確保等）やスプリンクラーの設置（※）は必要。 

（※）認知症高齢者グループホームなどで、入居者の一定割合以上が中重度の介護を

要する場合には、消防法に基づき、スプリンクラーの設置義務がある。 

 

（３）トラブルと対処法 

・高齢者を入居者とする場合に共通するトラブルはないが、個々の入居者像（低所得

者、要介護者、認知症高齢者等）に応じて生じるものはある。 

トラブル事例 対処法 

アルコール依存がある場

合には、飲酒による他の入

居者とのトラブル 

入居時に入居者の特性や病状等を把握し、支援者（福祉

事務所等）の連絡先を確保 

入居者同士の相性やお互

いの遠慮などによる暮ら

しづらさ 

シェアハウス内での地域住民が参加できる催し物の開催

や地域交流サロンなどへの参加等により、家の中だけの

生活から、地域とのつながりを感じられるように促す 

 

（４）高齢者が継続的な共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・あらかじめ厳格なルールを設けるのではなく、気軽に相談できる人間関係の中から

「気づき」を得ることが必要。トラブルが生じた際には、当事者と話し合いながら、

柔軟に解決する。 

・加齢に伴い、日常的な見守りや医療・介護の支援が必要となる場合があるが、シェ

アハウスのスタッフだけで解決するのではなく、行政や地域の介護・医療サービス、

社会福祉協議会、NPO 法人など、地域の様々な機関と連携し、相談や支援を受け

られる関係を築くことで、暮らし続けることが可能となる。 
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（５）他機関との連携や工夫 

・行政（ケースワーカー、保健師）、医療（医師、精神保健福祉士）、介護（介護支援

専門員、ホームヘルパー）、NPO 法人等の支援団体等との間で、入居者の健康状態

等に変化があった場合には、適切な専門家で臨機応変に対応を相談できる体制を構

築している。 

・介護サービスや生活保護を受給している場合には、地域包括支援センターや福祉事

務所が開催するケース会議などに参加する。 

 

（６）加齢や疾病等の状態変化の際の対応 

・入居時に把握した連絡先や連携する支援者や専門家等と相談しながら、引き続き住

み続けることが可能かを検討。住み続けることが難しい場合には、入院や施設への

入所などを支援している。 

 

（７）運営、供給の課題 

・他の法人との連携体制を確保するにあたり、訪問介護等の介護サービスの確保は可

能だが、訪問看護等の確保は難しい。 

・入居者に対する継続的な支援を行うためには、相談できる専門家や NPO 法人等の

支援機関の確保が必要。あわせて、入居者と関係団体とをつなぐコーディネーター

となる人材が必要。  



148 
 

（各社の取組内容の比較） 

 結
あ
り
あ
け(

簡
易
宿
所) 

メ
ゾ
ン
ド
ヴ
ュ
ー
コ
ス
モ(

サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス) 

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
湘
南(

グ
ル
ー
プ
リ
ビ
ン
グ) 

東
山
や
す
ら
ぎ
の
会(
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

暮
ら
し
ネ
ッ
ト
・え
ん(

グ
ル
ー
プ
リ
ビ
ン
グ) 

相
模
テ
ク
ノ(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

阪
井
土
地
開
発(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
社(

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス) 

要（支援）介護者の入居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

バリアフリー化 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

IH 化    ○     

共同住居内への常駐スタッフの配置 ○ ○       

定期的な巡回・見守り（非常駐） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

夜間の人員配置 ○ ○       

有資格者の配置 ○  ○      

入居時の入居者特性・支援者等の把握 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

生活相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金銭管理 ○ ○       

服薬管理  ○       

介護・生活支援    ○  ○   

病院等への付き添い ○ ○  ○     

介護サービス等の利用申請の支援 ○ ○ ○ ○  ○ ○  

医療・介護等の関係機関との連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

（※）生活相談等の入居者に対するサービスは、運営事業者が自ら又は確保し提供するも

の（入居者本人が確保する訪問介護等を除く）  
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【障害者】 

（１）障害者に共同居住型の住まいを提供する際の留意点 

・障害や病気への初歩的な理解は必須。その上で、疾病等の健康状態の変化に備え、

入居時に、利用している医療機関や対応を相談できる連絡先（家族、かかりつけ医、

相談支援専門員等）を把握、連携することが必要。 

・精神障害者の場合、障害の特性や成育歴等の背景がそれぞれ異なるため、その特性

が似ている障害者に入居者を統一することが望ましい。 

 

（２）必要な設備 

・設備はシンプルな設計であることが望ましく、家電の IH 化や、障害の特性に応じ

たバリアフリー化が必要。 

・有事の際に備え、防災カーテンや騒音防止対策、警備システムの導入を検討するこ

とも有効。 

 

（３）トラブルと対処法 

・障害の特性に応じて様々なトラブルが生じる。 

トラブル事例 対処法 

精神障害である場合に、生活音

や他者との距離感を取ること

が困難なことよる他の入居者

とのトラブル 

・入居時に入居者の特性や病状等を把握し、医療機

関の連絡先を確保 

・未然予防として、挨拶や身の回りの掃除を促すこ

とで、社会常識を身につけてもらう 

軽度の知的障害である場合の

騒音 

夜間の騒音に関する生活ルールの設定 

 

（４）障害者が継続的な共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・病状の悪化や、変化の予兆の「気づき」を得るために、病気や障害への初歩知識が

必要。トラブルが生じた際には、医療機関に相談することで解決が可能。 

・精神障害者の場合、曖昧な部分を残すと混乱してしまうことがあるため、障害の特

性に応じた生活ルール等の設定が重要。 

・障害の特性に応じ、日常的な見守りや医療・介護の支援が必要となる場合があるが、

シェアハウスのスタッフだけで解決するのではなく、行政や地域の介護・医療サー

ビス、社会福祉協議会、NPO 法人など、地域の様々な機関と連携し、相談や支援

を受けられる関係を築くことで、暮らし続けることが可能となる。 

 

（５）他機関との連携や工夫 
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・行政（基幹相談支援センター、精神保健福祉センター）、医療（医師、精神保健福

祉士）、介護（介護支援専門員、ホームヘルパー）、NPO 法人等の支援団体等との

間で、入居者の健康状態等に変化があった場合には、適切な専門家で臨機応変に対

応を相談できる体制を構築している。 

・介護サービスや生活保護を受給している場合には、地域包括支援センターや福祉事

務所が開催するケース会議などに参加する。 

 

（６）加齢や疾病等の状態変化の際の対応 

・入居時に把握した連絡先や連携する支援者や専門家等と相談しながら、引き続き住

み続けることが可能かを検討。住み続けることが難しい場合には、入院や施設への

入所などを支援している。 

 

（７）運営、供給の課題 

・大家や運営管理事業者は病気や障害の初歩的な知識を身につけた上で、医療機関で

の受診、内服薬の継続、自身の病気に対する一定の理解など、入居条件を設定し、

その条件をクリアできる障害者を受け入れることが望ましい。 

・入居者に対する継続的な支援を行うためには、相談できる専門家や NPO 法人等の

支援機関の確保が必要。あわせて、入居者と関係団体とをつなぐコーディネーター

となる人材が必要。  
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（各社の取組内容の比較） 

 阪
井
土
地
開
発(

シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス) ぱ
れ
っ
と(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
社

(

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス) 

要（支援）介護者の入居 ○   

バリアフリー化  ○ ○ 

IH 化  ○  

定期的な巡回・見守り（非常駐） ○ ○  

入居時の入居者特性・支援者等の把握 ○ ○  

生活相談 ○ ○ ○ 

医療・介護等の関係機関との連携 ○  ○ 

（※）生活相談等の入居者に対するサービスは、運営事業者が自ら又は確保し提供するも

の（入居者本人が確保する訪問介護等を除く） 

（※）前沢病院、ヒーライトネットはグループホームのため、障害者の居住に関する知見

を調査した。  
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【ひとり親世帯】 

（１）ひとり親世帯に共同居住型の住まいを提供する際の留意点 

・事前の支援（学校や保育園、地域環境などの情報提供、引越しの手伝いなど）及び

事後の支援（必要に応じたファイナンシャルプランナーによる家計のチェック、各

種相談、就労支援衣服や食料の提供など）による継続的な支援が望ましい。 

・親子の安定した生活を確保するため、シングルマザー特有のルール（男性の出入り

禁止、子どもの預け合いに関するルール）の設定を検討することが重要。 

 

（２）必要な設備 

・子どもの安全な居住を確保するため、防犯設備や転落防止設備は必須。また、単身

者と比べて、自炊が増えるため、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品の数への配慮が重

要。 

 

（３）トラブルと対処法 

・夜泣きや落書きなど、子どもに特有のトラブルや、入居者間、入居者とオーナー間

とで生活の格差が発生し一方的な関係を強いられるケースがあるほか、人数が多い

ためトラブルが生じやすい。 

・そのため、運営管理事業者が適切なコーディネーターの役割を果たし、各種専門家

につなげる必要があるほか、未然防止策として入居前の面談や入居者像の設定も行

われている。 

 

（４）ひとり親世帯が継続的な共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・家賃滞納を理由とする契約解除を防止する必要があることから、生活・就労支援の

ほか、日常からの継続的なケア（メールや SNS を活用した情報提供、相談など）が

必要。 

・日常的な見守りや生活・就労支援が必要となる場合があるが、シェアハウスのスタ

ッフだけで解決するのではなく、行政や民生委員、NPO 法人など、地域の様々な

機関と連携し、相談や支援を受けられる関係を築くことで、暮らし続けることが可

能となる。 

 

（５）他機関との連携や工夫 

・行政（窓口、福祉事務所）、NPO 法人、保育園（チャイルドケアサービス）、弁護

士、ファイナンシャルプランナー等の支援団体等との間で、入居者の生活状態等に

変化があった場合には、適切な専門家で臨機応変に対応を相談できる体制を構築し

ている。 
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（６）加齢や疾病等の状態変化の際の対応 

・経済状態の悪化により居住が不可能になる場合には、福祉事務所とつなぎ生活保護

を受給することで引き続き住み続けることが可能となる。 

 

（７）運営、供給の課題 

・入居者に対する継続的な支援を行うためには、相談できる専門家や NPO 法人等の

支援機関の確保が必要。あわせて、入居者と関係団体とをつなぐコーディネーター

となる人材が必要。 

 

（各社の取組内容の比較） 

 リ
ト
ル
ワ
ン
ズ(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

イ
ノ
ベ
ー
ト
バ
リ
ュ
ー(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
社(

コ
レ
ク

テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス) 

防犯設備、転落防止設備の設置 ○ ○  

メールや SNS を活用した連絡 ○ ○  

定期的な巡回・見守り（非常駐） ○ ○  

入居時の入居者特性・支援者等の把握 ○ ○  

生活相談 ○ ○ ○ 

衣服、食料の提供 ○   

生活・就労支援 ○   

地情報提供や引越し補助等の事前支援 ○   

チャイルドケアサービスの提供  ○  

生活・就労等の関係機関との連携 ○   

（※）生活相談等の入居者に対するサービスは、運営事業者が自ら又は確保し提供するも

の 
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【外国人】 

（１）外国人に共同居住型の住まいを提供する際の留意点 

・日本の生活・文化、賃貸借契約の内容などを理解させることが重要。そのため、外

国語を話せるスタッフ、外国語による契約書、生活ルールの説明など、運営管理事

業者には外国語能力が必要。 

・外国人が困らない環境を形成するため、共通言語の確立が重要となるほか、日本人

も入居者に加えることが有効。 

・外国人の国籍や文化によって、生活習慣が異なるため、生活習慣が同じ外国人に入

居者を統一することが望ましい。 

 

（２）必要な設備 

・特別な設備は必要ないが、外国人の文化が異なる場合には、冷蔵庫や炊飯器などを

複数用意することが必要。 

 

（３）トラブルと対処法 

・日本の文化に不慣れなことから、様々なトラブルが生じる。 

トラブル事例 対処法 

騒音やゴミ出しの間違いによ

るトラブル 

生活ルールの徹底した説明と、コミュニティのコン

トロール、コミュニティ心理の醸成 

家電製品の使い方がわからな

いために生じるトラブル 

使用方法の外国語表記や実演 

 

（４）外国人が継続的な共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・事前審査、生活ルールの説明の徹底によるトラブルの未然予防と、ルールを守るコ

ミュニティづくりが重要。 

・特殊な支援は基本的に必要ないが、銀行口座の開設や住民票の取得の補助が必要に

なる場合がある。 

 

（５）他機関との連携や工夫 

・特になし。 

 

（６）加齢や疾病等の状態変化の際の対応 

・特になし。 
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（７）運営、供給の課題 

・コミュニティを構築するためのルール作りやコンセプト作り、事前審査のあり方が

重要。 

・外国人の国籍によっては、文化の違いが大きいため、物件の所有者の理解を得るの

が困難。 

 

（各社の取組内容の比較） 

 ボ
ー
ダ
レ
ス
ハ
ウ
ス(

シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス) わ
び
さ
び
ハ
ウ
ス(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

常
陸
屋(

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス) 

外国語の契約書・ルールブック ○ ○  

スカイプや SNS を活用した事前審査 ○ ○  

外国人と日本人の比率の調整 ○ ○  

定期的な巡回・見守り（非常駐） ○ ○ ○ 

家電の使用方法に関する外国語表記や実演 ○ ○ ○ 

銀行口座、住民票取得の補助 △  ○ 

生活相談 ○ ○ ○ 

（※）生活相談等の入居者に対するサービスは、運営事業者が自ら又は確保し提供するも

の 

（  
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（３）調査結果 

１）プレヒアリング調査記録 

●一般社団法人日本シェアハウス協会 

○シェアハウスに馴染む住宅確保要配慮者について 

・現時点でも、低額所得者、外国人は対象となり得る。今後徐々に高齢者、ひとり

親世帯についても拡大する意向である。高齢者に関しては、新たに作成した介護

業界向けパンフレットで今後、介護業界にもシェアハウスの取組を提案、応援し

ていく意向を持っている。 

・協会には名古屋の障害者支援の社会福祉法人やＮＰＯも参加しており、今後、障

害者についても拡大できると思う。 

○住宅確保要配慮者を入居者とする場合の留意点 

・協会としてはユニバーサル社会を目指しているため、一般入居者と住宅確保要配

慮者とのハード面（建物や設備など）とソフト面（入居基準や運営管理基準など

の対応面）において区別や特別な配慮は考えていない。年収 100 万円でも頑張る

方々を応援する方針である。低額所得者は現状でも大半のシェアハウスで存在す

るが、家賃の支払いと生活ルールの遵守さえ守ってくれれば問題がない。 

・高齢者の場合は、先々の病気や介護の際の相談者が必要になるため、身元引受人

が必要になる。そのため、成年後見制度など様々なセーフティネット制度に慣れ

ている介護業界のシェアハウス事業参入・促進が重要であると思う。なぜなら、

在宅介護状況になっても移転先が確保できるからである。 

・多世代共生型の場合は、若者と高齢者の関係づくりへの配慮が必要になる。 

・ひとり親世帯に関しては、子どもがルールを守れない部分や、親同士の生活水準

の差に起因するもめ事などがあり、継続性が困難であることが課題である。また、

同居人との関係性において、ひとり親世帯を応援しないといけないといった義務

感を持たせるのではなく、普段の生活を送るうえで結果としてひとり親世帯を応

援していくようになるような関係づくりが重要である。 

・外国人に関しては運営事業者に外国語能力がないと困難である。また、外国語表

記が必要になるとともに、テナントミックスの問題も考える必要がある。 

○その他 

・基本的に家賃債務保証や連帯保証人などは不要であるが、最初の契約では期限を

3 か月とする定期借家契約にすることにより、滞納リスクを軽減している。 

・シェアハウスを経営するにあたっては、最初のコンセプトが非常に大事になると

ともに、居住 1か月後に入居者会議兼歓迎会を行い、生活ルールについての再確

認や、見直しの必要性について話し合うことも重要である。  
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●一般社団法人日本シェアハウス連盟 

○シェアハウスに馴染む住宅確保要配慮者について 

・現時点でも、低額所得者はシェアハウスでは多いが滞納は少ない。 

・高齢者に関しては、以前から業界で試みる事業者はいるものの、成功事例にまで

なったケースは知らない。本人の人生の質を高められるという意味で価値がある

と思うが、運営や管理をどう回すかが課題になると思う。 

○住宅確保要配慮者を入居者とする場合の留意点 

・共同生活をするということがシェアハウスの最大の特徴であり、そこを守ること

ができるのであれば可能ではある。 

・高齢者の場合は、病気や死亡時リスク等、事業者にとってリスクが高すぎる現状

である。福祉的なケアがなされるのであれば、事業として成立するのではないか。 

・いずれの属性においても、ミックス型のシェアハウスは厳しいと思う。高齢者な

ら高齢者のみのコンセプトとした方が良い。 

○その他 

・基本的に家賃債務保証や連帯保証人などは不要であるが、期限を 6 か月とする定

期借家契約にすることにより、滞納リスクを軽減している。昔からのシェアハウ

ス事業者は保証を必要としていないが、新規参入業者が最近家賃債務保証業者の

利用を求めることが増えてきている。 

・住宅確保要配慮者に限った話ではないが、シェアハウスでのトラブルについては

管理者と入居者の仲の良さ、入居者間の仲の良さがトラブルの抑止策として非常

に大きい効果を持つ。  
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２）ヒアリング調査記録 

●一般社団法人ふくろうの会 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・自治会に入り説明をしたが、自治会とはその後もめてしまい、

最終的にはゴミ捨て場を切り分けるという形で独立した。 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・最小限の修繕（各部屋への防音シート設置、風呂・トイレ・

各部屋へのカギ取り付け、玄関へのナンバーロック設置、ガ

スコンロの IH への切り替え等）を行った。 

■戸数、入居者等 戸数 ・4 戸 

入居者数 ・4 人 

住宅確保要配慮者の属

性 

・低額所得者 

年齢 ・20～30 代 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・就労支援、メンタル面でのケア 

平均居住年数 ・1 年前後 

契約形態 ・期間を 1 年とする普通建物賃貸借

契約 

■管理運営体制 ・共有スペースの管理は運営事業者が実施。 

・週 1 回の巡回サービス。 

・定期的なホームパーティの開催、タブレットやクロームキャ

スト、ゲーム機などリビングに集まりやすい物を設置。 

■設備 ・エアコン、ＴＶ、ＤＶＤ、電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器、洗

濯機、タブレット PC 等。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○低額所得者の共同居住の留意点、必要な設備 

・入居時に共同生活の経験の有無、コミュニケーション力への自身の有無、持病や

疾患の有無、常用している薬の有無、生活上苦手なことや聴覚・視覚過敏の有無、

パートナーの有無、仕事の有無、退去後の行き先等を把握している。行き先が無

い場合は、シェアハウスの入居の検討と並行して住宅を探す形をとっている。 
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・住民のやり取りは全てラインで行っている。スマートフォンを持っていない方に

関しては、グループでスマートフォン関連の事業を行っていることもあり、代替

機を貸し出している。年代的なこともあり、ラインは絶対必要である。 

・低額所得者向けに限った話ではないが、鍵や簡易金庫（個室）、ロッカー（ドミ

トリー）は必ず必要である。盗難があると単純に被害というのもあるが、家の雰

囲気がすごく悪くなるのと即日で警察対応などを行う負担が大きいため、未然に

防止している。 

○低額所得者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・夜に騒いでしまったり、精神的に不安定な方が夜に外で叫んでしまったりという

騒音トラブルで近隣に不信感を抱かせてしまったことがある。 

○低額所得者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・入居者がフラットに暮らせる、ノーマライゼーションのような形で、このシェア

ハウスで自分の負の面を意識せずにやっていけるということを目標にしている。 

○低額所得者を支援するための他機関との連携や工夫 

・全くお金がなく借金を抱えている方などの場合は連携している団体、ほっとプラ

スやほっとポット、もやいなどその方にあった団体を紹介している。発達障害や

極端に精神的に不安定だったりする方も他団体に相談している。入居の段階で付

き合いのある団体に紹介して、必要であれば同行している。 

・就労支援に関しては埼玉県に認定を受けている派遣会社と連携をとり、すぐに仕

事を紹介できるような仕組みを整えている。高校卒業資格を有していない場合は、

高等学校卒業程度認定試験を紹介している。 

・若者向けにカウンセリング事業を行っている団体（NPO 法人 Light Ring.）で講

師をしているカウンセラーと連携し、悩みを持った方、精神的に不安定な方に対

してはすぐに相談できる体制を整えている。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・空き家を探すルートが無く、ネックになっている。 

・運営意向のある方、団体はたくさんあると思うが、情報が伝わらない。所有者側

から団体の情報が分からないという話もあるので、そこをうまくマッチングでき

る仕組みがあるとすごく前に進むと思う。 

・運営ノウハウの共有などができると良い。そういう事もあってシェアハウス連盟

に入っているが、その中で支援的な団体として入っているのは他にいないと思う。

そこでも溝がある。他の事業者とも共有した方が良いと入っている。 
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（参考資料） 
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●一般社団法人結 YUI ありあけ 

1．住宅確保要配慮者向け見守り型簡易宿泊所の概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・元々、簡易宿泊所があった場所のため、特に問題は無かった。

地域住民の方はいらっしゃらなかったが、運営方針等を説明

したチラシを配布し、説明会を開いた。 

■物件の構造 ・ＲＣ造 5 階建部分と 3 階建て部分のエクスパンション 

■改修内容等 ・2500 万円 

■戸数、入居者等 戸数 ・32 戸 

入居者数 ・31 人（女性 5 人、男性 26 人） 

住宅確保要配慮者の属

性 

・生活保護受給者（障害含む） 

年齢 ・20 代～90 代 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・本人の意思に応じた生活相談や、

居場所づくり支援等 

平均居住年数 ・開設してから 3 年経過。 

契約形態 ・生活保護であれば月単位の宿泊契

約。 

■管理運営体制 ・24 時間スタッフ常駐（管理人 2 名、日勤専門と夜勤専門）。

・月～土は有資格者の生活相談員（介護保険、生活保護、マイ

ナンバー等の制度系の補助及びトラブルの防止や相談、希望

者には簡単な金銭管理）。 

・その他必要に応じてオーナーによる巡回 

・木曜日に週一回リネン交換、清掃。 

■設備 ・階段手すり、風呂場手すり等のバリアフリー化。 

・シャワーユニット（ミストシャワー、座部）。 

等

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○住宅確保要配慮者の共同居住の留意点、必要な設備 

・できるだけコミュニケーションをとるようにしている。 

・宿泊費の支払が滞ると、何か問題を抱えていることが多いので、支払のことのみ

ではなく健康状態を把握するようにしている。 
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○住宅確保要配慮者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・宿泊者同士のもめ事（冷蔵庫の他人の食品を食べてしまう等）、飲酒・酩酊状態

によるトラブル、高齢やアルコール摂取による失禁等（その他警察沙汰や刑事事

件となることもある）。 

・退去時には、宿泊費を払わない夜逃げ状態の場合や、荷物の放置、壁やテレビの

破損等。 

・対策としてはできるだけコミュニケーションをとるとともに、福祉事務所やホー

ムレス支援団体から入居打診を受けた時点で入居者の特性や病状等をできる範

囲で聞き取り把握することで、未然防止を図っている。また、入居時に聞き取り

を行い健康状態とともに、どういったことがストレスに感じるか、何を必要とし

ているかを把握する（インテーク）。 

○住宅確保要配慮者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・気軽な生活相談を含めたコミュニケーションができる関係性の構築。 

・相談体制の充実を図るとともに、最低限の共同生活のルールを定める。 

○住宅確保要配慮者を支援するための他機関との連携や工夫 

・インテークをとるとともに、何気ない声かけを行っている。また、ケース会議を

行うほか、月 1 回夕食会を開催しコミュニケーションをとっている。 

・長期の人には1年に1回聞き取りを行い、現状に合わせて支援方針を再検討する。 

・福祉事務所ケースワーカー、支援団体（ソラティオ）、訪問看護士との連携をと

っている。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・ケースワーカー、支援団体と連絡をとるようにして要支援認定を受けてヘルパー

をつけてもらう。それでも難しい場合は特養等の施設を案内してもらう。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・居住面積の設定だけではなく、運営面が重要であり、事業者は支援の理念の必要

性を認識する必要がある。 

・貧困ビジネスの取り締まりの必要性があるとともに、パーソナリティ障害（特に

反社会性人格障害）を抱える人の支援技術の開発が望まれる。 
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（参考資料） 
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●メゾンドヴューコスモ（ＮＰＯ法人サポーティブハウス連絡評議会加盟） 

1．住宅確保要配慮者向けサポーティブハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・バブル崩壊後、簡易宿所の経営が難しくなるとともに、無一

文のホームレスの居場所がなくなった。大阪では簡易宿泊所

の住所では生活保護申請が不可能であったため、サポーティ

ブハウスを研究し、立ち上げた。 

■物件の構造 ・元々簡易宿所（7 階建て） 

■改修内容等 ・初期費用のみで 2,500 万円 

・随時改修及び定期メンテナンス 

■戸数、入居者等 戸数 ・120 戸 

入居者数 ・ほぼ満室 

住宅確保要配慮者の属

性 

・高齢者、精神障害、知的障害、身

体障害、生活困窮者 

年齢 ・制限なし（高齢者多数） 

性別 ・男女（女性は 2 名のみ） 

要介護度 ・半数以上が要介護または要支援 

生活上の特別な支援 ・インフルエンザの予防接種、結核

検診 

・通院付き添い、介護保険の申請の

補助、訪問調査の立会い、ケアプ

ラン作成の助言、生活保護申請等

・金銭管理、服薬支援、配食サービ

ス 

平均居住年数 ・転居する方は少ない。当物件で亡

くなった方も多数いる。 

契約形態 ・普通建物賃貸借契約（1 年更新） 

■管理運営体制 ・個室のことは入居者でやるのが原則。 

・スタッフによる見守り、相談支援、共用部の掃除。 

・夜間はスタッフ 1 名が常駐。 

■設備 ・一般的な設備のほか、ＥＶ、幅員の確保、スロープ、バリア

フリートイレ等のバリアフリー化がなされている。 

・個室（3 畳）テレビ、エアコン、冷蔵庫を設置。 

・談話室（65 ㎡）、共同浴場、共同炊事場、コインランドリー
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２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○住宅確保要配慮者の共同居住の留意点、必要な設備 

・金銭管理ができない方が大多数のため、社協の安心サポートを利用するほか、本

人との契約の上、独自に金銭管理を行い、毎日出納帳をつけている。 

・また、大量の薬が病院から出るので、服薬支援を行っており、毎日飲む分の薬を

管理し、目の前で飲んでもらっている。 

・入居の際に、職歴、学歴、これまでの転居歴、病状、緊急時の連絡先等を把握す

るとともに、一人ずつの日報を毎日作っている。 

・高齢者であるため、バリアフリー化は必要であり、何らかの上下移動の補助設備

が必要になる。また、スプリンクラーの設置は難しいが、防火措置は当然必要に

なる。 

○サポーティブハウスでのトラブルと対処法 

・入居者間のトラブルは時々起きる。刃物を持ち出したようなトラブルもあり、そ

こまでいくと、刑事事件になることもあるため、その際は施設を関係機関と探す

ことになる。 

・精神障害の方が重度のトラブルを起こした際には、一旦入院してもらい、病院を

訪問しながら退院に向けての相談を病院と行っている。 

・騒音を原因とするトラブルが割合として多いため、個室に外部の人間を呼ぶこと

は禁止とするほか、テレビを見る場合のイヤホン使用、夜間の洗濯機の使用禁止

等のルールは設定している。 

○住宅確保要配慮者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・地域生活、居住継続を前提と考えると継続的な支援が絶対に必要になる。 

・スタッフだけで解決できるような問題ではないため、各種機関と連携し、スタッ

フは支援可能な団体と入居者をつなぐコーディネーターとしての機能を持って

いる。 

○高齢者を支援するための他機関との連携や工夫 

・サポーティブハウスを中心に、ケアマネ、介護事業所、訪問介護、生活困窮者支

援団体、ホームレス支援団体、ケースワーカー、保健師、精神保健師、医師、弁

護士、司法書士等と連携を組んでいる。入居者の変化を察知した際には、ケース

会議を開き、最善の策を連携機関 10 名ほどで検討している。 

・二日以上顔を見ていない入居者の方には部屋に安否確認に伺うようにしている。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・上記の連携団体と相談しながら、居住の継続を判断する。居住継続が不可能な場

合は、入院、他施設への移動を補助している。  



166 
 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者、障害者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・高齢者や精神障害者の方向けのシェアハウスを運営する場合には、入居者への継

続的な支援が絶対に必要である。関係団体と入居者をつなぐコーディネーターが

常駐でないにせよ必要になるが、戸建てだと採算が厳しいのではないか。 

・コーディネーターとなる人間が相談できる先も絶対に必要になる。1 人では支援

する方が潰れてしまう。 
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●ＮＰＯ法人ＣＯＣＯ湘南 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・1996 年、16 人のメンバーによりバリアフリー高齢者住宅研

究会が発足され、1999 年 4 月に「自立と共生」をテーマと

したＣＯＣＯ湘南台を設立した。 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・新築 

■戸数、入居者等 戸数 ・10 戸 

入居者数 ・9 人（女性 8 人、男性 1 人） 

住宅確保要配慮者の属

性 

・高齢者（障害者も可） 

年齢 ・65 歳以上 

性別 ・男女 

要介護度 ・要支援 2 が 2 名、要支援 1 が 1 名、

要介護 1 が 1 名 

生活上の特別な支援 ・外部業者による夕食づくり、ライ

フサポーター（有償ボランティ

ア・ヘルパーの資格所有）による

見守り、相談支援等 

平均居住年数 ・様々。亡くなるまで生活した方も

いる。 

契約形態 ・ＣＯＣＯ湘南が一括借り上げをし

て、入居者との間では簡易な契約

（利用権方式）。 

■管理運営体制 ・身の回りのことは入居者でやるのが原則。 

・外部業者による夕食の提供と共用部の掃除。 

・ライフサポーターによる見守り、相談支援（日曜日を除く日

中は事務局又はライフサポーターが物件に待機）。 

■設備 ・一般的な設備のほか、ＥＶ、引き戸、幅員の確保、スロープ、

ヒートショック対策等のバリアフリー化がなされている。ま

た、風呂は大小 2 つある。 

・個室（25 ㎡）内に、トイレ、洗面台、ミニキッチンを設置。
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２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○高齢者の共同居住の留意点、必要な設備 

・高齢者は加齢や疾病等による状態変化が予想されるため、契約時に連帯保証人で

はないが連絡人 2 人（主に家族）を用意している。身寄りのない方の場合は、任

意後見制度、成年後見制度を利用して連絡人とする方もいる。 

・入居の際に、かかりつけの医者や病院、緊急時の連絡先は把握している。 

・研究会の時点でのコンセプトでもあり、バリアフリー化は充実している。 

○高齢者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・高齢者ゆえのトラブルは特に存在しないが、入居者が入れ替わった場合に、お互

いが遠慮して共同生活がしづらくなる場合がある。 

・その際には、家の中で閉鎖的になるのではなく、家の外での活動や地域との繋が

りを大事にすることで、家の中の問題の比重を本人の中で軽くしてあげることが

大事である。 

○高齢者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・夕食サービス、ライフサポーター、医療、福祉に関する支援が必要になってしま

う。要介護になってもそれらの支援があれば、在宅介護として暮らしていける。 

・支援をしている方も高齢化が進んできているため、地域の有償ボランティアとの

連携も重要になってくるのではないか。 

○高齢者を支援するための他機関との連携や工夫 

・設立当初はリーダーの人脈による連携を図っていたが、今現在それが全て機能し

ているわけではない。今後、医療、福祉機関との連携の強化を考えていくつもり

である。 

・個室に配置されているベルを押すと周囲の人間が気づくことのできる仕組み（ベ

ルメイト）や、高齢者の単独入浴が危険であることから、入浴時に二人一組で入

るバスメイトの制度を設けている。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・本人、家族、連絡人と相談しながら、以後の対応を検討する。要介護でも居住し

ている方もいるし、転居なさる方もいる。共同生活をしていた仲間として、転居

時のサポートや転居後の確認は行っている。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・高齢者向けのシェアハウスができる場合に、事業者の姿勢が大変重要である。質
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の低い住宅の増加や貧困ビジネスの横行を懸念する。 

・グループリビングのような暮らしができないにせよ、何らかの地域交流が可能な

スペースが必要になるのではないか。 
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（参考資料） 
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●ＮＰＯ法人東山やすらぎの会 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・2008 年 3 月に研究会を発足以後、物件がオープンする 2011

年 10 月まで、研究会の開催、全国の高齢者施設の見学やセ

ミナー・講演会を重ねてきた。2009 年４月に運営母体とな

るＮＰＯ法人が認可されて、ＮＰＯ法人の事業の一部として

取り組む体制を整えた。 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・耐力壁の増設、架構の補強等耐震性の向上、個室 3 室と共用

部の整備、ＥＶ設置等 2,500 万円程度。 

■戸数、入居者等 戸数 ・3 戸 

入居者数 ・3 人 

住宅確保要配慮者の属

性 

・高齢者（障害者） 

年齢 ・高齢者 

性別 ・男女 

要介護度 ・要介護者あり 

生活上の特別な支援 ・ボランティアによる生活支援 

・入居者のケアは基本的に本人のヘ

ルパーが行っている。 

平均居住年数 ・開始以来入居している。途中半年

間の未入居の時期がある。１人の

時期が長い。３人入居になったの

は 2014 年 8 月から。 

契約形態 ・期間を 1 年とする普通建物賃貸借

契約 

■管理運営体制 ・共有スペースの管理は運営事業者が実施。 

・月 1 回の運営会議。 

■設備 ・基本的な設備のほか、EV を設置。 

・高齢者に配慮し、玄関、勝手口、階段、風呂への手すりの設

置、風呂、洗面室の拡幅等のバリアフリー化されている。 

・オール電化 
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２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○高齢者の共同居住の留意点、必要な設備 

・入居時の健康診断の実施や、親族・身元引受人の連絡先の把握を行っている。 

・車椅子の入れる EV を設置する等、バリアフリー化を行っている。 

○高齢者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・耳が遠いことに起因する騒音トラブルが発生したことはある。共用部分の使用に

ついては、入居者と話し合ってルールを作成した。オール電化にしており喫煙禁

止や NPO 及び各入居者は火災保険に加入しているが、再度、火災の予防につい

てのルールを強化する予定。 

○高齢者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・最初から厳格なルールを設けても次々と想定外の出来事が発生するため、都度柔

軟に解決している。 

・外部にも積極的に出てもらうようにしているほか、家の中のサークル活動で外部

の人を呼ぶなど、外部との接触機会を増やすことで家の中で人間関係が煮詰まら

ないようにしている。 

・次々と不測の事態が発生するため、継続的な支援が必要となる。現状では理事や

スタッフがボランティアで都度対応している。入居者の中には、経済的余裕がな

いことから病院に通っていなかった方がおられ、耳鼻科や眼科に連れていくこと

もある。 

○高齢者を支援するための他機関との連携や工夫 

・地域包括支援センターのケアマネージャー、京都福祉サービス協会、病院との連

携を行っている。 

・研究会の時点で弁護士や司法書士との連携があったので、臨機応変に相談してい

る体制を構築している。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・高齢者はある程度の見守りや支援がないと厳しいと思われ、その意味では支援の

担い手への支援が課題になると思う。 

・個々人の抱える、あるいは発生する問題が異なるため、その人その人に合わせて

考えられるコーディネーターが必要になると思う。 
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●ＮＰＯ法人暮らしネット・えん 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・高齢者の暮らしには住環境が重要であり、住まいがバリアフ

リーであれば本人の意向がある限りずっと安心して暮らし

ていけるだろう、という考えから、JKA 補助金を活用して設

立を検討。 

・設立検討委員会を設け、「自立と共生」をテーマとし、住環

境について検討。このメンバーから入居者の半数に当たる 5

名がコアメンバーとしてシェアハウスに入居した。 

・地域では高齢者向けグループホームができることに対して反

対する声もあったが、丁寧な説明会などを行なっていく過程

で徐々に施設の必要性が理解されるようになった。 

※グループリビングの前にグループホームを先に整備 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・新築 

■戸数、入居者等 戸数 ・10 戸 

入居者数 ・10 人（女性 9 人、男性 1 人） 

住宅確保要配慮者の属

性 

・高齢者 

年齢 ・65 歳以上（90 歳以上の方は 3 名）

性別 ・女性が多い 

要介護度 ・要介護認定 2 人、要支援認定 2 名

生活上の特別な支援 ・特になし 

平均居住年数 ・3 年以上 

契約形態 ・普通建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・「自立と共生」がテーマであり、入居者相互で注意を払って

いる。介護等が必要になった場合、法人内の他サービスで対

応可能であるが、「自立と共生」が目的である以上、これを

売りにしたくはないと考えている。 

・共用空間の責任は法人で持ち、シルバー人材センターに委託

して管理している。各自が責任を持つのは各自の部屋のみ。

・提供しているのは夕食のみ。（自身で用意できなくなったら

配食サービスや、グループホームの活用が可能。） 

■設備 ・全戸スプリンクラー設置。 

・一般的な設備のほか、EV、引き戸の設置、幅員の確保等。
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風呂は 1F・2F に 1 つずつある。 

・個室(26.5 ㎡）内に、トイレ、ミニキッチン、洗濯機置場を

設置。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○高齢者の共同居住の留意点、必要な設備 

・夕食は一緒に取るルールとしており、それによって入居者同士の関係性構築、ひ

いては迅速な初期対応が図られている。 

・ナースコールについては設置していない。これは、設立委員会で協議したところ

全員が不要と考えたためであり、設置する場合にはありとあらゆる場所に取り付

けなくてはならないためである。必要と考えられる人には、防犯用ブザーを携帯

してもらうこととしている。 

・風呂は最も危険なため、各部屋につけないこととしている。 

○高齢者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・入居者間のトラブルについては、入居者が「いろんな人がいる」ということを割

り切って考えているため特にない。入居者の中には協調性がない人も見られるが、

あまり問題とはなっていない。 

○高齢者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・入居時のルールもあるが、月に一度「自治会」と称して話し合いをしている。こ

の話し合いで決まり事を決めるが、決めたことはその先も普遍ということではな

く、状況に応じて変えてもいいということは強調している。 

・地域密着で展開していくうえで、地域交流のスペースが必要だと思う。また、ち

ょっとした機会を見つけて地域とつながることが重要だと思う。 

○高齢者を支援するための他機関との連携や工夫 

・このシェアハウスは地域密着で運営しており、入居者も周辺地域出身の方が多い。

地域密着とは、近所付き合いやかかりつけ医など、これまでの生活をそのまま続

けるということであり、スムーズな生活の継続を促進している。 

・認知症になったらまず家族等に連絡するが、中には連絡のつく人がいない場合も

ある。この場合は地域包括支援センターなどと連携する。また、信頼している人

の協力を得るなどもある。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・運営側でも要注意な人がいればチェックしているが、基本的に入居者が相互に確

認し合っているため、スタッフの出る幕はほとんどない。 

・状態が悪くなった場合は、ＧＨや病院に入院していただき、回復したら戻っても
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らう。回復し、戻ってくるケースは多い。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・地域密着で運営していくことが重要である。時折、遠方から問い合わせが来るこ

とがあるが、その場合は丁重に断ることとしている。何かあったときのため、地

域密着ということが重要になると思う。 

・高齢期というものを知らない人が、ただの住まいとしてこの事業を始めることは

問題、危険である。空き家等を活用する場合、建物は所有者が管理運営し、運営

（サービス部分）は割り切って介護系 NPO 法人などに任せた方が良い。福祉に

携わったことのない人では、高齢期の人に何かがあったときに対応できないのが

最も心配である。 

・空き家を使うとなれば、個室は 4〜5 つ程度となるだろうが、これは微妙な数で

入居者同士の気が合うかどうかが問題になる。基本的に、地域もバッググラウン

ドも異なる人たちが 4〜5 人で暮らすというのは難しいのではないか。 

・質の確保と空き家の改修コストが相反する点もまた、空き家活用の難しい部分だ

と思う。高齢者の共同住宅にはスプリンクラーの設置等が必要だと考える。 
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（参考資料） 
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●有限会社相模テクノ 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・グループホームやサ高住を運営していく中で、高齢者向けシ

ェアハウスの存在を知り、空き家を購入、リフォームし互助

ハウスを立ち上げた。近隣に商店が全くないため、当初はミ

ニショップも開設したが現在は閉鎖している。 

■物件の構造 ・4 棟 

・①～③木造 2 階(戸建て住宅）、④軽重鉄骨２階(アパート)  

■改修内容等 ①150 万円程度（内装設備、ドア等）、②60 万円（昇降機） 

③50 万(2 階トイレ設置)、④50 万円程度内装設備等 

■戸数、入居者等 戸数 ①4 戸、②5 戸、③3 戸、④6 戸 

入居者数 ①3 人（男 2(内職員 1)、女 1） 

②5 人（男 2、女 3） 

③3 人（男 1、女 2） 

④4人（女 4(内職員 3)） 

住宅確保要配慮者の属

性 

・高齢者 

年齢 ・65 歳以上（職員以外） 

性別 ・男女 

要介護度 ①要介護 1 が 2 名 

②要支援 1 が 1 名、要介護 1 が 1 名、

要介護 3 が 2 名 

③要介護 1 が 2 名、要介護 2 が 1 名

④要介護 1 が 1 名 

生活上の特別な支援 ①、③定期巡回サービス、食事はＧ

Ｈ棟食堂で提供。 

②小規模多機能サービス夜間見守り

(訪問中心 1 人、通所 3 人)、1 人訪

問看護（医療） 

＊朝食の弁当配食１人、他の食事は

ＧＨ棟食堂で提供。 

④小規模多機能サービス(主に訪問、

通所は 3 日、食事は通所以外配食)

平均居住年数 ①1 人は 3 年弱、1 人は 2 ヶ月 

②3 人は 2 年程度、2 人はそれぞれ 2



180 
 

年半、8 カ月 

契約形態 ・期間を 2 年とする普通建物賃貸借

契約 

■管理運営体制 ・身の回りのことは入居者でやるのが原則。 

・共用部の掃除はサービス利用。 

・相模テクノスタッフによる見守り、相談支援。 

■設備 ・一般的な設備のほか、幅員の確保、階段昇降機手すりの設置

等のバリアフリー化がなされているほか、防犯カメラ、通報

装置（玄関設置型及びペンダント型）等。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○高齢者の共同居住の留意点、必要な設備 

・火災が最も怖いため、スプリンクラーの設置は必要である。24 時間つながるサ

ービスとして定期巡回等を行っているため、防犯カメラや通報装置を設置してい

る。 

・入居の際に、病院、緊急時の連絡先は把握するとともに、社会福祉協議会の安心

サポートと連携している。 

○高齢者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・認知症が進んだ方など、徘徊癖のある方がいるが、職員が付いていくことである

程度自由に行動させている。 

・男性のみの互助ハウスでは職人であった方が多いこともあり、お互い頑固で言い

争いになることはあるが、その際はスタッフが仲裁に入っている。それでも苦情

が絶えない場合は住み替え。 

○高齢者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・ゆりかごから墓場までの理念で事業を行っているため、地域包括ケアが大切であ

り、その方のニーズや状態に即したサービスを提供する。 

○高齢者を支援するための他機関との連携や工夫 

・グループホームを頂点とした総合在宅介護事業を展開しているため、高齢者に伴

う問題に全て対応可能である。 

・自身で認知する能力が衰えてきている方には、成年後見制度の活用、金銭管理が

できない方については社会福祉協議会の安心サポートを利用し、金銭の管理は行

わないようにしている。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 
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・グループホーム、訪問介護、病院等で連携し、ケアマネとも相談しつつ、チーム

の話し合いで住み替え先を検討している。 

・互助ハウスからサ高住やグループホームへの移動を行うといったグループ内での

入所が可能であり、医療と介護の連携が確立したターミナルケアを行っている。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・高齢者向けのシェアハウスができる場合に、運営事業者には福祉団体との連携が

必要になる。その際、訪問介護は準備できても、訪問看護まで準備することが難

しいと思う。 

・単に安価な住宅を提供する事ではなく、高齢者の状態やニーズに応じていかにき

め細かいサービスの提供ができるか検討し、自立した生活の継続を支援できる仕

組みを構築していくことがシェアハウスの運営に必要と思料する。 

・売店は閉店したが、今後地域の買い物難民への対策としても、地域交流の一環と

しても、もっと地域の人たちが使いやすい場所やニーズの把握が課題となってい

る。 

・独居高齢者で困っている場合に、互助ハウスとして活用し、地域で最後まで生活

できるよう支援できる体制作りが課題であり、この実現が地域にとって大きな希

望につながると思う。 
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（参考資料） 
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●阪井土地開発株式会社 
1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・当法人では、低所得者や障害者、高齢者など、どなたでも住

まいを得られるよう取り組んでいる。 

・かつて学生寮であった建物を、住まいの確保にお困りの方向

けに活用して欲しいというオーナーの意向を受けて開設。 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・500 万円 

■戸数、入居者等 戸数 ・22 戸 

入居者数 ・満室とはなっていない 

住宅確保要配慮者の属

性 

・不問（現入居者は、高齢者、精神

障害者、低額所得者等） 

年齢 ・不問（現入居者は、高齢者が多い）

性別 ・男性 

要介護度 ・要支援者が存在 

生活上の特別な支援 ・自法人によるサービスとしては提

供していない 
※必要に応じて、障害福祉サービス等の利用

申請を支援 
平均居住年数 ・集計していない 

※終の棲家としてではなく、本人の社会性や

生活環境が整うまでの住まいとしての利

用を想定しており、長期間の入居ではない

契約形態 ・普通建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・建物の管理業務の中で行う見守りや言葉を交わす中での相

談。 

・共用部の管理は行うが、自法人で介護・生活支援は行わない。

■設備 ・バリアフリーなどの特別な設備は存在しない。 

・入居者の健康状態に応じて、部屋割りを工夫している。例え

ば、物取られ妄想のある入居者は居室を端にして、他の入居

者が部屋の前を通らない部屋割りとするなど。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○高齢者、低額所得者、精神障害者の共同居住の留意点、必要な設備 

・入居契約時に、勤務先や緊急連絡先とともに、本人が利用している医療・介護サ
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ービスや支援者（かかりつけ医、相談支援専門員、ケースワーカー、ホームレス

支援等の NPO 法人等）を確認し、対応が必要となった際の連絡先・相談先を把

握している。 

・精神障害者など、何か困りごとがあった際に連絡できるよう、これらの連絡先に

ついて、本人の了承・希望があれば、居室内の扉などに掲示している。 

・運営法人として介護や生活支援を提供することはなく、何か困りごとがあれば、

行政（福祉事務所、保健所）、医療機関、障害福祉サービス事業所、支援団体、

弁護士等の連携先に相談・調整し、必要な支援を受けられるよう協力している。 

○高齢者、低額所得者、精神障害者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・共通して発生するトラブルというものはなく、様々な背景や課題を抱えた入居者

がいるため、それぞれの状況に応じたトラブルがある。このため、行政（福祉事

務所、保健所、更正施設）、医療機関、介護保険・障害福祉サービス事業所だけ

ではなく、社会福祉協議会、ホームレス支援等の NPO 法人、弁護士、社会福祉

士等、様々な関係機関や専門家と「顔がみえる関係」を築くことで、対応が必要

な場合に相談・調整できるようにしている。 

・トラブルを未然に防ぐ方法としては、例えば、精神障害者の場合では、長期入院

などによって社会性や身の回りのことができない者も多いため、挨拶をする、掃

除をすることを促すといったことを通じて、社会常識を身につけることで、地域

で暮らし続けるために必要な能力が身についていく。 

・障害者など、社会から隔離された環境の中で暮らし続けてきた者は、本人の役割

や生きがいを得ることで、他者から感謝される喜びを実感することなどを通じて、

意識が変わる。そこから他者と関わることが増え、少しずつ社会性を身につける

ことで、生活が安定すると考えている。 

○高齢者、低額所得者、精神障害者が継続的に共同生活を送るために必要な支援の

あり方 

・まずは、本人ができることは自分自身で行い、その上で、それぞれの状況に応じ

てどのような支援をすべきか、様々な関係機関や支援者と相談・調整して、必要

な支援につなげていくことが大切である。 

・閉じこもりがちであったり、他者とのかかわりが希薄な方も多いので、物件のロ

ビーなどの入居者や訪問者が必ず通る場所に、テーブルや椅子などのちょっとし

た居場所を設けることで、他の入居者や訪問者が顔を合わせる機会を作る工夫を

している。ここでの関わり合いを通じて、お互いの様子などを把握することがで

き、「部屋から出てこない」「感情が乱れている」といった異変に気づくきっかけ

となる場合もある。 

○高齢者、低額所得者、精神障害者を支援するための他機関との連携や工夫 
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・関係機関や専門家とは、日常的にやり取りできる関係を築いており、困りごとが

生じた場合には、直ちに担当者の携帯電話に連絡し、対応を相談することができ

る。 

・障害福祉サービスの利用者などでは、相談支援事業所や福祉事務所が行うケース

会議等において、不動産業者としての立場から参加している。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・入居時にあらかじめ把握した入居者情報シートの連絡先を踏まえつつ、本人の希

望やその時の状況も踏まえ、適切な関係機関や支援者と相談し、対応を依頼する。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○高齢者、低額所得者、精神障害者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・福祉事業者（支援業者）が行うシェアハウスやグループホームは、支援事業者が

斡旋する支援事業を利用せざるを得ず、入居者自らが希望する支援事業（訪問介

護や訪問看護など）を利用しづらい。入居者自らが希望する支援事業を利用する

場合は、転居することが多い。 

・自分らしく生きるために民間賃貸住宅に住むつもりが、支援事業者が、本人がで

きる部分にまで支援をすることで、病院生活となんら変わらないケースが多くな

ってきている。 
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（参考資料） 
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●医療法人孝栄会前沢病院 

１．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○精神障害者の共同居住の留意点、必要な設備 

・現状、賃借を受けている物件の不動産屋は、精神障害（者）に対する理解があり、

本人に伝えづらい事態が発生した場合などには、状況に応じて病院に連絡を入れ

てくれる。例えば、ゴミの出し方についてなど、病院スタッフが先に説明を受け、

病院スタッフ経由で入居者（精神障害者）に説明する場合もある。 

・大家さんや不動産屋には、まずは障害や病気についての初歩的な事柄については

知っておいてもらう必要があり、これを踏まえて、様々な課題について支援機関

との連携を心掛けてもらうことが重要だと思う。 

・普段の関わりの中で、いつもと違うことが病状の悪化など、何らかのサインであ

ることもあるので、大家さんや不動産屋は、些細な事柄でも相談できる場所を持

ってもらうと安心だと思う。 

○精神障害者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・精神障害者の中には生活音に過敏な方もいる。健常者であれば、お互いさまでや

り過ごせることも、病状によっては耳につき、トラブルに発展することもある。 

・精神障害者は、その多くは協力的で、お互い助け合いながら生活できているが、

些細なトラブルは散発的に発生する。しかし、特に一般入居者と比べて、その頻

度が明らかに多いとの印象はなく、安定した地域生活を送っている方が多い。 

・病院スタッフに相談するよう伝える、病院スタッフの目と手が入る機会を多くす

るなどした上で、トラブルを未然に防止する対策を関係者で協議し、実施するこ

とで、トラブルのリスクを抑えることができると思う。 

○精神障害者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・大家さんや不動産屋が、障害や病気についての初歩的な事柄や知識（病状悪化の

サイン、注意が必要な状況、病院や病院スタッフに伝えて欲しい変化など）を知

っておくことは必要である。 

・一人一人の障害や病気の症状が異なるので、一概には言えないが、精神障害者は

臨機応変な対応が苦手な方が多い一方、決めたこと・決められたことは比較的上

手に対処できるという特徴がある。生活ルールなどに曖昧なグレーゾーンを残し

ておくと、その解釈に関連して混乱が生じたり、病状が悪化してしまうことも多

いので注意が必要である。 

○精神障害者を支援するための他機関との連携や工夫 

・介護保険関連の事業所や保健所、市役所、民生委員などの色々な方に関わっても

らっているので、病院の関わりだけで支援が完結する事はほとんどない（という
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よりも、そうならないように様々な立場の支援者たちと、状況や問題などを共有

するよう心掛けている）。 

・精神障害者は、障害と精神疾患を併せ持っており、地域生活を安定維持するため

には医療的な関わりが不可欠である。医療的な関わりに関しては、通院先の病院

や、その病院の相談員などとの連携が図れる状態であることが望ましい。 

 

２．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○精神障害者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・個人的な見解としては、精神障害者への理解や知識のない大家さんや不動産屋が

参入することについては、医療とのつながりがない場合は懸念を感じる。 

・情報を提供し合えるツールなどがあればよいが、個人情報保護の問題もある。大

家さんとしても、障害者差別解消法による、「障害を理由とした入居拒否ができ

ない」といった法律上の規定もあるが、支援者などとの関わりを持ってから障害

者を受け入れる方がより安全であると思う。精神障害者は、医療機関の関わりな

しでは地域生活の維持は困難であり、「医療機関を受診している」「内服を継続し

ている」「自身の病気について一定の理解がある」など、入居に関する一定の基

準を大家さんや不動産屋が決めておくことも対策の一つと思う。 

・精神障害者がシェアハウスで他者と共同生活を送る場合、周囲との一定のコミュ

ニケーション能力が必要となり、一人暮らしよりも、むしろハードルが高くなる

場合もあることに注意が必要である。 

・居住支援協議会の存在は承知しているが、協議内容や協議会自体の役割などが事

業者の末端まで周知されておらず、今後の課題である。 
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●ＮＰＯ法人ぱれっと 
1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・「障がいのある人もない人も安心して暮らせる家をつくる」

をコンセプトとして、ワークショップ等を経て建設。周辺に

は特段周知もせず、特にトラブルも起らなかった。 

■物件の構造 ・木造 3 階建て 

■改修内容等 ・新築（土地はオーナーより無償で提供） 

■戸数、入居者等 戸数 ・8 戸 

入居者数 ・4 名（障害者 2 名、健常者 2 名）

住宅確保要配慮者の属

性 

・知的障害 

年齢 ・制限なし 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・原則として就労していて日常生活

を自立して生活できる方を対象と

しているため、特別な支援は必要

がない。 

平均居住年数 ・2 年程度 

契約形態 ・普通建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・自立して生活できるため、内部のことは基本的に入居者で行

うが、必要に応じて NPO 職員が自主管理の運営補助を行って

いる。 

・健常者が障害者の見守り支援や声掛け、月 1 回のミーティン

グの際の進行等を行っている。 

■設備 ・浴室、シャワー、トイレ、洗面、洗濯機は共用としている。

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○知的障害者の共同居住の留意点、必要な設備 

・健常者と障害者の共同生活というコンセプトを理解していても、健常者は障害者

の方が健常者のようにできない行動を見ているうちにストレスがかかり、疲れて

しまうケースがある。 

・月に一回入居者間でミーティングを行い、理解を深めている。 

・障害者と健常者が共同して生活するというコンセプトの検証を行う必要があると
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考えている。 

・障害の程度に応じたバリアフリー化とＩＨは必要になる。 

○シェアハウスでのトラブルと対処法 

・生活騒音のようなトラブルは発生したことがあるので、夜間は静かにするという

ルールは設けている。 

・知的障害者の方は基本的に自立して生活しているが、何かあればグループホーム

が隣にあるため、安心して生活できている。 

○知的障害者が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・親兄弟、親戚、行政職員などキーパーソンとなる方との連絡を取れるようにして

いる。 

・親は知的障害者の方がシェアハウスで生活されることに不安を感じることが多い

ため、実家が近いこともポイントとなる。 

○知的障害者を支援するための他機関との連携や工夫 

・基本的に自立して生活しているため、NPO とボランティア組織の補助で成り立っ

ている。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・キーパーソンと相談しながら決定するが、加齢、疾患というよりも本人の意向で

実家に帰ることが多い。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○知的障害者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・NPO 法人や社会福祉法人がサブリース事業者として入ることが大事ではないか。 

・健常者と知的障害者のミックス型の場合、健常者の入居募集が課題になる。 

・身辺自立ができる状態の障害の程度でないと、シェアハウスでの生活は厳しいと

思う。 
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（参考資料） 
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●特定非営利活動法人ヒーライトねっと 

１．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○精神障害者の共同居住の留意点、必要な設備 

・精神障害のある方は精神疾患による特性や成育歴等一人ひとりの抱える背景が異

なるため、そうした特性や背景等を踏まえた環境の設定をする必要がある。障害

特性が近い方に限定する、集団生活型・個別（アパート）型等を統一するなどが

その例である。 

・情報の処理が苦手な方が多く、構造化（本人にとって生活しやすい表記（可視化）

やルーチン設定等配慮）を図ること、居室設定の際は簡易な給湯器等シンプルな

設計の設備などに留意することが必要である。 

・客観的な症状悪化はもちろんであるが、本人の認知や対処力、幻聴・妄想等の影

響等で症状悪化を促す状況につながることもあるため（必要が無いのに救急車を

呼んでしまい地域とトラブルとなり追い詰めてしまうなど）、緊急時や不安時等

の連絡先や対処法を整理するクライシスプランを作成し、本人、支援関係者と共

有することが望ましい。 

・有事の際に備え、防炎カーテンや騒音防止対策、警備システムの導入等も検討さ

れるとよい。 

○精神障害者向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・他者と適切な距離感を保つことが難しく必要以上に親密な距離感を求めてしまう

方や、挨拶等日常的なコミュニケーションが難しい方などもおり、シェアハウス

内でトラブルにつながることがある。これに対しては、運営管理者の理解、入居

者間の相互理解が重要であり、その理解を通じて信頼関係を構築することが重要

である。 

・精神疾患などに起因する周辺地域を巻き込むようなトラブルに対しては、疾患の

ためコントロールが難しかった行動等により自身が自己肯定感を損なわないよ

う受容的な関わりをする必要がある一方で、自己対処等への課題や周辺環境へ与

えた影響等を直面し、再び同様の行動等につながらないようなかかわりをする必

要がある。1 人の援助者では困難であれば 2 人の援助者で役割を分担して関与す

る（ダブルマネージャーシステムという役割分担の例もある）等工夫も必要であ

る。 

○精神障害者を支援するための他機関との連携や工夫 

・医師、保健師、ソーシャルワーカー（精神保健福祉士等）、ケアマネージャー（相

談支援専門員等）、福祉サービス提供事業者や訪問看護師等で連携をしながら応

じることが望ましい。個人、一事業所で全てを担うには限界があり、この連携を
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マネジメントする“相談支援体制”の確保が重要である。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・クライシスプランの活用のほか、医療機関（病院、クリニック、訪問看護ステー

ション等）に医療的な所見を仰ぐこと、ケアマネジャー（相談支援専門員等）等

にチームによる対応を相談することが重要である。 

・財産管理や契約能力等については、予め成年後見制度の活用や日常生活自立支援

事業の活用等を支援チームと検討することや、社会福祉協議会へ相談することな

どが必要なこともある。 

 

２．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○精神障害者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・共同生活を送る上でその方に求められる条件は、その方に対する支援体制に大き

く影響される。支援体制の整備の仕方として、あるいは住まいを選ぶ利用者、関

係者側の立場を考えた場合、例えば入居者の疾患等カテゴリを特定することやニ

ーズを特定すること（家族とちょっと距離を置きたいと思っている人、将来自立

をしたいと考えている人等）等により需要に応じやすくすることができる。 

・また、入居者にある程度の能力を要求すること（困りごとが生じた場合に自身で

発信できる、情報処理の課題に対する工夫があれば問題なく生活ができる等）、

支援をマネジメントするケアマネージャー等の関与があるなど相談できる人を

確保すること等を要件にすることは、十分な支援体制が確保できない場合等に運

営上必要なことがある。 

・シェアハウス連絡会のようなものが必要とも考える。運営の中で生じた課題を現

場の声として集約し、行政機関とも共有のうえ連携してその課題に対応しなけれ

ば解決できないこともある。また、ノウハウがない事業者や十分な支援体制を作

ることが難しい事業所等では、そうした組織がなければ孤立し、疲弊してしまう。

行政機関には、現場の課題を理解し共に解決を考えるため、一定程度の知識が必

要であり、そうした組織は行政への理解を促す場にもなる。 

・入居前に体験宿泊を行えるような体制を設けることも重要である。入居者のニー

ズや特性、入居前につくられている支援体制等を事前にある程度把握することが

でき、有効な方策の一つである。 

・良い意味で“施設っぽくない（対象を障害者としてレッテル貼りしない）”もの

として入居希望者の敷居を下げ、夢を与える福祉サービスではないシェアハウス

として、福祉サービスとしてのグループホームとは差別化を図ってほしい。 
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●ＮＰＯコレクティブハウジング社 

1．コレクティブハウス・タウンコレクティブの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・タウンコレクティブの場合には特に、丁寧に入っていかない

と地域社会に溶け込めないため、大家さんが挨拶回りに行っ

たり、運営団体の情報を掲示したりするなど、周辺住民に理

解されやすいよう配慮した。 

■物件の構造 木造、RC 造、SRC 造など様々。（現在、9 物件を運営。） 

■改修内容等 ・設計料含めて 450 万円。 

※空き家を 1 棟借り上げ、改修した例 

■戸数、入居者等 戸数 ・物件によって様々 

入居者数 ・物件によって様々 

住宅確保要配慮者の属

性 

・様々（住宅確保要配慮者向けとし

ては供給していない。） 

年齢 ・30～40 代が多い。 

・入居者は、大人は 20～80 歳代まで、

子どもは乳幼児～高校生まで 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 － 

平均居住年数 ・物件によって様々 

契約形態 ・普通建物賃貸借契約（1〜2 年更新）

・1 棟借上げの場合はサブリースで、

入居者には転貸借契約。 

■管理運営体制 ・居住者間で居住者組合を設立し、自主運営を行っている。 

・居住者の生活の円滑化や、居住者が地域と繋がりを持つこと

の支援を目的として、組合に対してのコーディネート等を行

っている。 

■設備 ・バリアフリー化しているものは多いが、特別に配慮している

訳ではない。例えば確認申請を出す場合に当該自治体の基準

に則って実施しているといったもので、バリアフリーを売り

にしている訳ではない。 
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２．共同生活における留意点・トラブルについて 

○コレクティブハウスでの共同居住の留意点、必要な設備 

・血縁がなくても多様な人が繋がりを持ちながら自主運営自主管理によって住む、

ということの支援をしている。こうした居住者の中にシングルマザーや高齢者、

障害者等の住宅確保要配慮者も混じって暮らしている。 

・自主管理の中で入居者それぞれに一定の役割ができる。このように人の役に立て

るということは、特に高齢者などにとっては重要なことである。 

・それぞれの専有スペースのほか、「コモンスペース」があり、これを共有しなが

ら暮らしの自主運営をしている。タウンコレクティブの場合、「コモンハウス」

を事実上シェアハウスとして運営している。 

・居住スペースを提供するだけでなく、一定の質を追求するよう努力している。こ

のため、できればトイレは戸数分あった方がよいと考えられることから、一軒家

を活用したタウンコレクティブでは所有者にトイレの増設を依頼するなどして

いる。 

○コレクティブハウスでのトラブルと対処法 

・暮らしていく上での意見の相違はあるが、トラブルはほぼない。これは定例会の

開催で相談するなど、トラブルになる前に話し合いの機会を設けているためであ

る。なお、同社のコーディネーターも定例会に参加し、話し合いの円滑化支援を

行っている。 

・居住者組合が保証人となっているため、日常生活を疎かにできないことから、強

制退去に至った例はない。同様の理由で、家賃滞納もほぼない。 

・居住者全員参加で組合を設立し、組合と所有者と運営支援者でそれぞれの責任を

明確化した上で、居住者組合による自主管理を行なっていくということが重要と

考えている。 

○継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・日々の生活を考えると、居住者同士で直接やり取りしにくい部分もある。そこで、

第三者が間に入ることで暮らしとしての問題に切り替えて考えられる。様々なル

ールを作ってがんじがらめにするよりも、このような第三者の支援があった方が

うまくいくことになると思う。 

・住人が入れ替わる際、慣れない世界のため躊躇する人もいればすぐに溶け込む人

もいるなど、様々である。その橋渡しが足りない場合には、同社が組合に対して

支援をするほか、ときには住人個人の相談に乗るなどしている。 

○入居者を支援するための他機関との連携や工夫 

・精神障害者向けグループホームが入居しているコレクティブハウスでは、精神障
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害者支援の社会福祉法人と連携している。そこでは、常駐ではないが必要に応じ

て世話人が駐在している。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・住宅確保要配慮者を集めたシェアハウスというのは困難に感じる。例えば、シン

グルマザーだけを集めると各自にできることが偏り、助け合いができなくなるこ

とが懸念される。このため、様々な人が家の一員として集まって暮らしていくこ

とが重要であり、また、こうしたことが、住宅確保要配慮者に限らず普通の暮ら

しでもあるべきだと思う。 

・居住者が相互に助け合って暮らしていくためには、組合を結成することが重要。

ルールで生活をがんじがらめにするとうまくいかなくなると思う。一般的なシェ

アハウスでは居住者と運営事業者の間だけで解決が図られることになりがちだ

が、そうなると禁止事項ばかりが増えていくことになる。だからこそ、居住者間

や所有者、運営組織とで相互にコミュニケーションをとることが重要である。 

・空き家所有者の活用意向は増加していないように思われる。その理由としては、

面倒に巻き込まれたくないことや、社会的に活用するという考えに乏しいこと、

空き家化してもなお財産としての思考が強いことなどが挙げられる。 

・利活用できる空き家は非常に少ない。このため、単に空き家活用を考えるだけで

なく、使える空き家を増やすという政策をしないと回らないと思う。 
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●ＮＰＯ法人リトルワンズ 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・女性向けシェアハウス会社との協働事業としてシェアハウス

の一部を住宅確保要配慮者である母子家庭に提供している。

近隣住民への理解は建設時に企業側が行い、行政向けの協力

はＮＰＯが行っている。 

■物件の構造 ・マンション 2 棟（RC・SRC） 

■改修内容等 ・新築 

■戸数、入居者等 戸数 ・57 戸（シングルマザー専門シェア

ハウスは 3 戸） 

入居者数 ・9 家族 

住宅確保要配慮者の属

性 

・ひとり親世帯 

年齢 ・20～40 歳 

性別 ・女性と子ども 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・オーダーメイドの支援 

平均居住年数 ・子供が小学生に上がる時期までが

多い 

契約形態 ・所有物件の場合はサブリースして

転貸、事業者と連携する場合はコ

ンサルタントの立場で入る。 

■管理運営体制 ・施工、オーナー折衝、改修、内装、家具家電は企業側が担当。

・母子家庭への生活支援、地域オリエンテーション、就労支援、

相談等はＮＰＯが担当。 

■設備 ・トイレ、独立洗面台、２口 IH キッチン、電子レンジ、食器

類、シャワールーム、ドライヤー、掃除機、洗濯機、乾燥機、

洗剤等の備品（無くなり次第補充）、無料 Wi-Fi 各室エアコ

ン、照明器具、冷蔵庫、机、テレビ、各個室カギ付き、防犯

カメラ等 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○ひとり親世帯の共同居住の留意点、必要な設備 

・居住支援は、「入居前」「入居後」と継続的に行うものであり、入居前には適切な
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情報（学校や保育園、地域の環境、就労場所への距離など）を伝えるとともに、

地域オリエンテーションや引っ越しの手伝いが必要となる。 

・ファイナンシャルプランナーによる家計のチェック、保険相談、弁護士への相談、

日々の悩みの相談、就労支援、就労準備、毎月の親子イベント、服の提供、お米

の無料提供、交流会への参加などを用意しており、すべて、オーダーメイドで、

且つ居住者の意思によって選択できる仕組みとなっている。 

・必須の設備としては、ドアや窓の防犯設備、階段やベランダの子どもの転落防止

設備が必要となるが、すべて合わせても 3 万円程度で揃えられると思う。 

○ひとり親世帯向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・現状、トラブルは、子供の夜泣き、遊んでくれない、生活スキームの違いからく

るトラブルなど小さなものしかない。また、母子家庭を対象にしたシェアハウス

では、入居者間、入居者とオーナー間とで生活の格差が生まれるため、一方的な

関係のまま生活せざるを得ない方もいる。 

・共同居住においては、適切に居住者の間に入ってくれる適切なコーディネーター

が必要である。コーディネーターはワンストップ型ではなく、各部門との専門家

との連携型が現実的。生活に関わる相談の全ては、ＮＰＯが受けているので入居

者は安心して暮らすことができ、トラブルの予防となっている。 

○ひとり親世帯が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・現状、母子家庭シェアハウスと称するものの多くがサービスであり、家賃に高額

の共益費を併せて徴収している。運営事業者は支援団体ではないため、支払がで

きないのであれば居住者は退去させられることになる。 

・支援であれば、居住者が安定した生活を送られるようにする手段と選択肢を提供

する。家賃が払えなくなるような状況にならないよう、生活や就労支援、安心し

て生活できるような継続的な精神、物理ケアを提供する必要がある。一方、シン

グルマザーに圧をかけても良くない。 

・ノウハウを持っている適切な専門団体を行政としても選定するようなことがあっ

ても良いのではないか。 

○ひとり親世帯を支援するための他機関との連携や工夫 

・行政とは入居情報の窓口業務、公営住宅の抽選情報の提供、母子家庭向け支援の

情報、生活保護の受給相談などで連携、地元ＮＰＯからは、地域の情報の提供（地

元のお母さんしか知らない情報、学校の情報や地域の環境など）を受けている。 

・その他、弁護士、会計士、ファイナンシャルプランナーと連携している。 

○加齢や疾患等による状態変化の際の対応 

・現状では大きな変化はない。ただし、生活が著しく困難になった場合や、通常の
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居住支援では支援不可と判断した場合には行政に対応を依頼し、生活保護を提案

する。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○ひとり親世帯向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・昨今、営利だけを目的にした母子家庭シェアハウスや、運営基準や支援体制がな

い母子家庭シェアハウスが増えているため、大変憂慮している。 

・運営していくにあたっては支援が不可欠であるため、支援のスタンダードとして

以下が必要になると思う。 

①安全 

②ちょうど良さ（住まいの快適さ、家賃設定、入居者同士のつきあいなど） 

③公正さは保たれているか（契約時、支援の提供時、トラブルが起きた時、退去

時） 

④選択できること（サービスや支援は選択できるのか） 

⑤専門の団体が傍にいること（母子家庭を支援するために居住と生活支援を過去

３年以上行っている団体が協力しているか） 

・このスタンダードから、さらに「どのような居住支援体制を行っているか」「地

域や外部団体とはどのような協力体制を得ているのか」などが必要と考えている。 
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●株式会社イノベートバリュー 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・前社で 2010 年より単身者向けシェアハウスを展開していた

が、その頃からシェアハウスが急激に増加し競争が激しくな

り、収益が落ちた。そこで、未開拓市場であるシングルマザ

ー向け物件の展開を手がけ始めた。 

・開設にあたっては、子育て事情等に明るい必要があることか

ら、保育園経営者と連携した。 

■物件の構造 RC 造 3 階建て 

■改修内容等 キッチン増設等 

■戸数、入居者等 戸数 ・5 戸 

入居者数 ・5 世帯 

住宅確保要配慮者の属

性 

・ひとり親世帯（シングルマザー）

年齢 ・子どもの年齢の入居時の平均は 4.7

歳。過去の入居時最年長は中学 1

年生。 

性別等 ・女性と子ども 

・過去にはウクライナ、中国等、外

国人もいる。 

生活上の特別な支援 ・チャイルドケアサービス（保育園

経営者との連携） 

平均居住年数 ・1.5 年〜2 年程度 

契約形態 ・1 年の定期建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・掃除等の管理は運営事業者で行っている（週 2 回）が、ゴミ

出し等日常的なことは入居者が各自で行っている。 

・定期的な巡回、チャイルドケアサービスのワーカーからの事

情聴取、入居者からの直接メッセージ（LINE 等）等により

状況を把握。 

■設備 ・冷蔵庫、風呂、トイレ、洗濯機、転落防止用手摺等 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○ひとり親世帯の共同居住の留意点、必要な設備 

・単身者向け物件と違うのはキッチン等の施設・設備を増やす（数に配慮する）こ
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とである。これは、家族だと単身者と比べて自炊が増えるためである。例えば、

冷蔵庫は 5 世帯で 3 個使用している。風呂、トイレ、洗濯機なども同様である。 

・生活保護受給者もしくは生活保護受給の希望者については、仕事と子育てを両立

させることがシェアハウスの目的であることから入居を断っている。 

・シングルマザー向け特有の契約、ルールとして、男性の出入り禁止（親族は可、

子どもは入居時で小学生以下としている）と子どもの預け合いのルールを設けて

いる。後者に関しては、最初はなあなあで済ませていたが、負担が偏り始めてし

まったこと、2 人だけで約束した場合、他の入居者には事情がわからず、不都合

が生じることもあったため、「誰に預けて、何時に帰ってくるか」ということを

入居者全員が共有することにした。 

○ひとり親世帯向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・単身者と比較すると、家族がいる分、いざこざが多い。このための対応として、

入居時に面談を行う、家賃の設定を若干高めにするなどして、一定のふるいをか

けている。 

・シングルマザー向け物件の場合には子どもが落書きをしてしまうことが多い。 

○ひとり親世帯が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・ひとり親世帯における仕事と子育ての両立が理念であるため、夕方などに子ども

の面倒をみる、夕食を準備する等の「チャイルドケアサービス」を展開している。

保育園経営者と連携しており、一種の協働事業である。 

・チャイルドケアワーカーに資格は不要であるが、保護者が全くいないと「預かり

保育」になってしまうため、保護者には必ず家にいてもらうこととしている。（残

業等で帰宅できない場合には保護者の権限を他の入居者に付与している。） 

○ひとり親世帯を支援するための他機関との連携や工夫 

・無職でも受け入れているが、3 ヶ月以内に職を見つけてもらう約束としている。

この際、就職の紹介はする（シングルマザー専門の職業斡旋を行っている事業者

と連携している。）が、基本自分で探している。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○ひとり親世帯向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・戸建て住宅を改修しシェアハウスにするには、国土交通省からの寄宿舎に関する

通知に適合する必要があるため、改修前から様々な物的要件が満たされている物

件の場合のみ手を出すこととしている。また、様々な人から空き家の戸建てなど

を紹介してもらえるが、いい投資、いい改修がしづらい物件ばかりというのが実

態である。 
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●ボーダレスハウス株式会社 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・外国人の安定した住居、国際交流の実現の観点からシェアハ

ウス事業を独立した（現在、東京で 74 棟、関西で 7 棟を運

営。物件の全てがサブリース契約であり保有物件はない）。 

・オープン前に近隣には外国人が生活することを伝えている。

■物件の構造 ・物件によって様々 

■改修内容等 ・物件によって様々 

■戸数、入居者等 戸数 ・物件によって様々 

入居者数 ・物件によって様々 

住宅確保要配慮者の属

性 

・外国人（日本人と半々） 

年齢 ・18～35 歳 

性別 ・男女半々 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・特になし 

平均居住年数 ・様々 

契約形態 ・定期建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・ハウスによって様々であるが、最低でも月に 1 回の巡回は行

っている。基本的に入居者にルールを守ってもらうことが前

提となっている。 

■設備 ・煙や熱の探知機、非常照明、消火器等安全性は確保している。

・特段豪華な設備は存在しない。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○外国人の共同居住の留意点、必要な設備 

・外国語の話せるスタッフ、外国語表記、外国語による契約書、ルールブックで外

国人に日本の生活・文化を理解させることが重要である。 

・日本人と外国人の割合を半々程度とすることで、外国人が困った場合に外国語能

力の高い日本人が助けてくれる環境ができあがるという面があり、スタッフも含

め相談できる日本人の確保が重要となる。 

・外国人が全員アジア人となるとシェアハウス内に英語という共通言語が存在しな

くなる可能性があるため、外国人の中のアジア人の比率は限定している。 

・外国人はシェアハウスに慣れていることもあり、ハード面は最低限あれば問題な
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い。湯船が無くてもシャワーボックスがあれば文句が出ることはない。 

○外国人向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・文化の違い、信条の違い等によるトラブルはあまりない。スカイプでの面談審査

で事前にコミュニケーション意欲の高い人のみに入居者を絞っている。 

・騒音やゴミ出しの間違いによるトラブルが起こることはあるが、その都度注意し

ているほか、ルールブックの説明を徹底している。また、近隣の人への挨拶を勧

めている。 

・入居する外国人がある程度裕福なため、家賃滞納もほとんど存在しない。 

○外国人が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・困っていれば手伝うが、基本的に入居審査と契約書、ルールブック（銀行口座、

住民票についても記載）の説明で事足りる。特殊な支援というよりも、トラブル

の未然予防と相談できる日本人の確保できる環境づくりが重要である。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○外国人向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・ハード作りの遵法精神、コンセプトの確立が重要であるため、安かろう悪かろう

のシェアハウスは好ましくないし、成功もしないだろう。 

・シェアハウスでは入居者間の相性が重要になるため、コミュニティを重視したル

ール作りやコミュニティの良さを付加価値とするコンセプト作りを意識した方

が良い。 
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●わびさびハウス株式会社 
1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・物件所有者から住戸活用の依頼を受けた。 

 

■物件の構造 ・木造 2 階建て 

■改修内容等 ・専有面積拡張、採光窓拡張、内装装飾、水回りの改修、個室

へのカギの設置等の工事を実施した。 

■戸数、入居者等 戸数 ・5 戸 

入居者数 ・5 人 

住宅確保要配慮者の属

性 

・外国人（日本人と半々になるよう

努めている） 

年齢 ・20 歳以上（若い人がメイン） 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・特になし 

平均居住年数 ・様々 

契約形態 ・定期建物賃貸借契約 

■管理運営体制 ・定期的な巡回 

・Facebook を活用した情報共有 

■設備 ・ウッドデッキテラスがあるほか、特段豪華な設備は存在しな

い。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○外国人の共同居住の留意点、必要な設備 

・外国人の風習を理解する必要があるほか、外国人には「言わなくてもわかるだろ

う」は通じないため、ルールの理解を徹底させる必要がある。 

・清掃、節電、私物の共有部への放置等の禁止が生活ルールとして重要である。 

・日本語と英語のどちらも話せない場合は受け入れられない。 

・コミュニケーションをとる気が無い場合も受け入れることは難しい。 

○外国人向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・トラブル防止にはコミュニティのコントロール、コミュニティ心理の醸成が必要

であり、外国人と日本人の割合に気を付けるほか、ルール違反の際に居住者側に

はイニシアチブを与えていない。 
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・騒音やゴミ出しの間違いによるトラブルが起こることはあるが、ルールをしっか

り説明したうえで、都度の注意で対応している。 

・家電の使用法については英語表記のシールで理解できるようにしている。 

○外国人が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・困っていれば手伝うが、基本的に入居審査と契約書、ルールブックの説明で事足

りる。特殊な支援というよりも、トラブルの未然予防と日々のコミュニティ管理

が重要である。 

 

３．外国人向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○外国人向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・運営側に英語による契約書、ルールの説明能力が必要となるほか、家賃の設定や

入居前の入居者の事前チェック等で入居する外国人のタイプを設定した方がコ

ミュニティの面で上手くいくと思う。 
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●株式会社常陸屋 

1．住宅確保要配慮者向けシェアハウスの概要 

■運営の経緯や開

設にあたっての

近隣住民の理解 

・日本語学校、その学生である外国人が困っているとの相談を

受け、日本語学校の指定寮のような形で 2011 年から受け入

れを開始した。 

■物件の構造 ・マンション 

■改修内容等 ・仕切りが襖の場合にベニヤ板を張る程度。 

■戸数、入居者等 戸数 ・物件によって様々（ドミトリー）

入居者数 ・空室が多い状況 

住宅確保要配慮者の属

性 

・外国人（留学生、ベトナム、ネパ

ール等アジア人学生が多い） 

年齢 ・様々（20 歳代を中心に 19 歳から

32、3 歳まで） 

性別 ・男女 

要介護度 － 

生活上の特別な支援 ・銀行口座と住民票の取得補助 

・病気の場合の援助 

平均居住年数 ・在学中（２年） 

契約形態 ・寮の利用契約 

■管理運営体制 ・週 1 回清掃に入るが、共有スペースの管理は極力入居者にや

ってもらっている。 

・ウェルカムパーティーの開催 

■設備 ・基本的な設備のほか、Wi-fi を設置。 

 

２．住宅確保要配慮者の方の共同生活における留意点・トラブルについて 

○外国人の共同居住の留意点、必要な設備 

・近隣の住民の理解を得るためには人間関係を築く必要がある。そのため、当方が

訪問し挨拶をするほか、留学生にも挨拶を励行させている。 

・入居者間でも言語が通じないこと、食べ物や生活習慣の違いが存在することから、

日本語初級者は同じ国の人同士を集めた方が良い。 

・文化が異なる入居者の場合は、冷蔵庫や炊飯器を複数用意することがある。 

○外国人向けシェアハウスでのトラブルと対処法 

・原状回復や礼金など、日本の法律に対する理解がないためトラブルになりやすい。 

・ガス、水道、電化製品の適切な使用法がわからず、日常的にトラブルとなるため、
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入居時に使い方を実演し教えている（炊飯器などは消耗品に近い）。 

・国際情勢の変動によっても、政治的なスタンスの違いからトラブルが生じること

がある。 

・ごみの捨て方は複雑で外国人には理解が難しい。 

・予測不可能なトラブルが発生するため、対処療法にならざるを得ない部分がある。 

○外国人が継続的に共同生活を送るために必要な支援のあり方 

・最低限基本的にやるのは、生活が成り立つための銀行口座と住民票の取得の補助。

最近は携帯電話の、安心できる代理店の紹介等も必要である。 

・当社の連絡先を記したカードを渡して何かあったら連絡できるように緊急連絡先

を確保している。 

・日本語学校の卒業者は進学を望む子が多いため、相談に乗ることはしょっちゅう

である。 

○外国人を支援するための他機関との連携や工夫 

・留学生に特化しているため、そういうシェアハウスも少なく、連携を試みたが成

功していない。 

 

３．住宅確保要配慮者向けのシェアハウスの運営、供給の課題について 

○外国人向けのシェアハウスの運営、供給の課題 

・東南アジアの人の場合、文化の違いが大きいため、物件の所有者の理解を得るの

が困難である。  
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